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    規     則 

和歌山県規則第10号 

和歌山県税規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和7年3月21日 

 和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県税規則の一部を改正する規則 

和歌山県税規則（昭和25年和歌山県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

別記第7号の5様式を次のように改める。 
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別記第7号の5様式（第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表面）

身体障害者等に係る自動車税減免申請書 

年  月  日  

         和歌山県知事 様 

         県税事務所長 様 

住 所                    
フリガナ                   
氏 名                    

（連絡先電話          ）      

 和歌山県税条例 
第73条の2第2項 
第73条の13第2項 

の規定により次のとおり申請します。 

 
減免を受けよう

と す る 税 目 

年度  種 別 割 普通徴収 ・ 証紙徴収  

年度  環境性能割   

申

請

対

象

自

動
車 

登 録 番 号   車台番号   

所 有 者 住 所   氏 名   

使 用 者 住 所   氏 名   

定 置 場 

  登
録
車
両

 
新 車 

中古車 

登録（予定）年月日 種別・用途

排 気 量 

  

年 月 日 

使 用 目 的 
  ※自動車は自家用

であること 

身

体

障

害

者

等 

住 所   

フリガナ 
氏 名 

  生年月日 

手帳の種類 有効期限       

番 号   

交付年月日 （再交付   年  月  日）   

障害の名称、
等 級 及 び 
再認定年月日 

（障害の名称）         （等級）   （再認定年月日） 

 

級     年  月  日 

運

転

者 

住 所   

氏 名 
  生年月日 

身体障害者

等との関係 

  
職 業 

  

運転免許証 
（番号）        （交付年月日）        （有効期間の末日） 

 第     号    年  月  日    年  月  日 

免 許 情 報 記 録 

個人番号カード 

（免許情報記録の番号） （免許情報記録の有効期間の末日） 

 第     号    年  月  日 

運転免許の
種 類 

  運転免許の
附 帯 条 件 

 構造変更 有・無 

還付先

口 座 

  預 金 種 類 普通（総合）・当座 

銀行 
金庫 
組合 

本店 
支店 
支所 

口 座 番 号               

口座名義人（カナ）   

 
 裏面の注意事項をお読みください。

 

申 

請 

対 
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車 
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（裏面）
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和7年3月24日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 


